
各
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

　

法
令
に
よ
り
、す
べ
て
の
住
宅

に
は
住
宅
用
防
災
警
報
器
の
設

置
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。
今
年

5
月
ま
で
に
行
っ
た
調
査
で
は
、

本
市
で
の
設
置
率
は
54
・
4
%
と

低
い
状
態
で
す
。

　

火
災
に
よ
る
死
者
の
大
半
は

「
逃
げ
遅
れ
」に
よ
る
も
の
で
、火

災
の
早
期
発
見
・
初
期
の
消
火
が

大
変
重
要
で
す
。
ま
だ
火
災
報

知
器
を
設
置
し
て
い
な
い
方
は
、

早
急
に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
用
防
災
機
器
の
紹
介

◆
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
例

○
煙
感
知
式（
煙
を
感
知
す
る
と

知
ら
せ
る
も
の
）

　

市
で
は
就
寝
の
用
に
供
す
る

部
屋（
寝
室
が
2
階
に
あ
る
場
合

は
階
段
部
分
に
も
）、煙
感
知
式

の
火
災
警
報
器
の
設
置
を
義
務

付
け
て
い
ま
す
。

天井取付型の火災
報知器の例

○
熱
感
知
式（
熱
を
感
知
す
る
と

知
ら
せ
る
も
の
）

　

市
で
は
設
置
義
務
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、台
所
な
ど
火
を
多
く
使

用
す
る
場
所
へ
の
設
置
が
効
果

的
で
す
。

○
連
動
型
警
報
器

　

1
台
の
警
報
器
が
火
災
を
感

知
す
る
と
、接
続
さ
れ
た
警
報
器

も
火
災
を
知
ら
せ
ま
す
。

○
住
宅
用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設

備
　

火
災
を
感
知
す
る
と
自
動
で

放
水
す
る
と
共
に
、警
報
ブ
ザ
ー

で
避
難
誘
導
す
る
も
の
も
あ
り

ま
す
。

○
消
火
器
・
エ
ア
ゾ
ー
ル
式
簡
易

消
火
具

〜
10
日（
月
）

◆
申
込
・
受
診
方
法

・  「
平
成
27
年
度
国
民
健
康
保
険

人
間
ド
ッ
ク
等
検
診
申
請
書
」

ま
た
は「
平
成
27
年
度
後
期
高

齢
者
医
療
人
間
ド
ッ
ク
等
検

診
申
請
書
」を
左
記
の
申
込
先

に
提
出
く
だ
さ
い
。
結
果
通

知
が
届
い
て
か
ら
、検
診
機
関

に
希
望
の
受
診
日
を
各
自
予

約
し
て
、市
か
ら
郵
送
さ
れ
た

人
間
ド
ッ
ク
検
診
券
と
国
保

ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
証
等
を
持
参
し
受

診
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に
自

己
負
担
額
を
お
支
払
い
く
だ

さ
い
。

・  

市
が
指
定
し
た
検
診
機
関
以

外
で
受
診
し
た
場
合
や
市
外

に
転
出
し
た
場
合
、国
民
健
康

保
険
の
方
が
検
診
を
受
け
る

前
に
他
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
場
合
は
、助
成
の
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

◆
申
込
先

①
窓
口　

本 

保
険
医
療
課
、ま

た
は
各
総
合
支
所
生
活
環
境
課

②
郵
送　

〒
3
2
8

－

8
6
8
6

（
住
所
不
要
）

栃
木
市
役
所　

保
険
医
療
課（
8

月
10
日（
月
）必
着
）

③ 

FAX 

（21）
2
6
7
9

申
請
書
は
、本
庁
及
び
各
総
合
支

所
の
保
険
医
療
担
当
窓
口
、各
地

区
公
民
館（
大
宮
・
皆
川
・
吹
上
・

寺
尾
・
国
府
）
に
あ
り
ま
す（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）。

◆
問
合
先

本 

保
険
医
療
課

国
民
健
康
保
険 

☎
（21）
2
1
3
1

後
期
高
齢
者
医
療 

☎
（21）
2
1
3
7

大 

生
活
環
境
課 

☎
（43）
9
2
1
6

藤 

生
活
環
境
課 

☎
（62）
0
9
0
3

都 

生
活
環
境
課 

☎
（29）
1
1
0
2

西 

生
活
環
境
課 

☎
（92）
0
3
0
7

岩 

生
活
環
境
課 

☎
（55）
7
7
6
2

の
も
の
を
交
付
し
ま
す
。

◆
対
象
者

○
限
度
額
適
用
認
定
証

　

70
歳
未
満
で
国
民
健
康
保
険

税
に
未
納
が
な
い
住
民
税
課
税

世
帯

○
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

　

① 

70
歳
未
満
で
国
民
健
康
保

険
税
に
未
納
が
な
い
、住
民

税
非
課
税
世
帯

　

② 

70
歳
以
上
の
住
民
税
非
課

税
世
帯

◆
申
請
方
法

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、

印
鑑
、有
効
期
限
の
過
ぎ
た
限
度

額
適
用
認
定
証
ま
た
は
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

を
持
参
の
上
、問
合
先
へ
。

◆
問
合
先

本 

保
険
医
療
課 

☎
（21）
2
1
3
1

大 

生
活
環
境
課 

☎
（43）
9
2
1
6

藤 

生
活
環
境
課 

☎
（62）
0
9
0
3

都 

生
活
環
境
課 

☎
（29）
1
1
0
2

西 

生
活
環
境
課 

☎
（92）
0
3
0
7

岩 

生
活
環
境
課 

☎
（55）
7
7
6
2

介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
送
付

　

65
歳
以
上
で
要
介
護
等
認
定

を
受
け
て
い
る
方
に
は
、7
月
中

に
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
郵

送
し
ま
す
。
8
月
1
日
以
降
に

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
場
合
は
、サ
ー
ビ
ス
事
業
所

に
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
ほ

か
、今
回
郵
送
す
る
介
護
保
険
負

担
割
合
証
の
提
示
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
7
月
末
ま
で
に
届
か

な
い
場
合
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己

負
担
割
合
は
、こ
れ
ま
で
は
所
得

に
か
か
わ
ら
ず
一
律
に
サ
ー
ビ

ス
費
の
1
割
で
し
た
が
、
介
護

保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り
、8
月

1
日
か
ら
、一
定
以
上
の
所
得
が

あ
る
方
の
自
己
負
担
の
割
合
が

サ
ー
ビ
ス
費
の
2
割
に
変
更
と

ら
れ
る
の
は
対
象
年
度
の
み
で

す
。
平
成
31
年
度
か
ら
は
65
歳

の
方
の
み
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
問
合
先

本 

健
康
増
進
課 

☎
（25）
3
5
1
1

大 

健
康
福
祉
課 

☎
（45）
1
7
8
8

藤 

健
康
福
祉
課 

☎
（62）
0
9
0
4

都 

健
康
福
祉
課 

☎
（29）
1
1
0
3

西 

健
康
福
祉
課 

☎
（92）
0
3
1
1

岩 

健
康
福
祉
課 

☎
（55）
7
7
8
1

国
民
年
金
の
種
別
と
手
続
き

◎
国
民
年
金
の
種
別

　

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
全
て
の
方
は
、国
民
年
金

に
加
入
し
ま
す
。
国
民
年
金
の

加
入
者
の
種
別
は
次
の
三
種
類

で
す
。

○ 

第
一
号
被
保
険
者
…
自
営
業

者
・
学
生
等

○ 

第
二
号
被
保
険
者
…
厚
生
年

金
等
に
加
入
し
て
い
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
等

○ 

第
三
号
被
保
険
者
…
第
二
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者

◎
年
金
の
手
続
き

　

第
二
号
被
保
険
者
と
第
三
号

被
保
険
者
の
年
金
の
手
続
き
は
、

勤
務
先
の
事
業
主
が
行
い
ま
す
。

　

第
一
号
被
保
険
者
の
年
金
の

手
続
き
は
、自
身
で
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

第
二
号
被
保
険
者
が
60
歳
未

満
で
退
職
し
た
と
き
は
、第
一
号

被
保
険
者
に
な
る
た
め
の
手
続

き
を
市
役
所
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。（
手
続
き
に
は
①
印
か
ん
、

②
資
格
喪
失
証
明
書
等
、③
年
金

手
帳
が
必
要
で
す
。）

◎
第
三
号
被
保
険
者
が
60
歳

未
満
で
、
①
配
偶
者
の
退
職
、

②
本
人
の
パ
ー
ト
等
収
入
の

1
3
0
万
円
以
上
へ
の
増
加
、③

配
偶
者
の
死
亡
、④
離
婚
、な
ど

の
理
由
で
被
扶
養
配
偶
者
で
な

く
な
る
と
、第
一
号
被
保
険
者
に

な
り
ま
す
。

消火器・エアゾール式
簡易消火具の一例

※
悪
質
な
訪
問
販
売
に
は
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先 

市
消
防
本
部
予
防
課

 

☎
（22）
0
1
1
9（
代
）

国
保
・
後
期
医
療

人
間
ド
ッ
ク（
一
般
・
脳
検
診
）

費
用
の
一
部
助
成
の
追
加
募
集

　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部

助
成
の
追
加
募
集
を
し
ま
す
。

◆
種
類　

一
般
ド
ッ
ク（
日
帰

り
・
宿
泊
）及
び
脳
ド
ッ
ク（
日
帰

り
）

◆
受
診
期
間　

9
月
1
日
〜
平

成
28
年
3
月
31
日
ま
で

◆
対
象　

次
の
す
べ
て
を
満
た

す
方

○
国
民
健
康
保
険

・  

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
35
歳
以
上
の
方

・  

国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し

て
い
る
世
帯
の
方

・  

特
定
健
診
を
受
診
し
な
い
方

○
後
期
高
齢
者
医
療

・  

後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
・  

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を

完
納
し
て
い
る
方

・  

健
診
を
受
診
し
な
い
方

◆
自
己
負
担
額

　

人
間
ド
ッ
ク
の
検
診
料

（
3
万
7
，8
0
0
円
〜
7
万

2
0
0
円
）か
ら
市
助
成
額（
検

診
費
用
の
1
／
2
相
当
額
で

3
万
円
を
限
度
）
を
引
い
た
額

（
助
成
は
年
度
内
1
人
1
回
）

◆
定
員　

国
民
健
康
保
険　

40

人
／
後
期
高
齢
者
医
療　

30
人

（
定
員
を
超
え
た
場
合
抽
選
）

◆
申
込
期
間　

8
月
3
日（
月
）

国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

現
在
交
付
し
て
い
る
高
齢
受

給
者
証（
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の

国
民
健
康
保
険
の
方
に
交
付
）

の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
で
す
。

新
し
い
受
給
者
証
は
7
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、3
割
負
担（
課
税
所
得

1
4
5
万
円
以
上
の
方
お
よ
び

そ
の
世
帯
に
属
す
る
方
）の
方
で

も
、左
記
に
該
当
す
る
場
合
、申

請
に
よ
り
2
割（
昭
和
19
年
4
月

1
日
以
前
生
ま
れ
の
方
は
1
割
）

負
担
に
変
更
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、収
入

額
を
確
認
で
き
る
書
類
、国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
、国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
、印
鑑
を
お

持
ち
の
う
え
、7
月
31
日
ま
で
に

問
合
先
へ
相
談
く
だ
さ
い
。

①
高
齢
者
単
身
の
世
帯

　

収
入
合
計
3
8
3
万
円
未
満

②
高
齢
者
複
数
の
世
帯

　

収
入
合
計
5
2
0
万
円
未
満

◆
問
合
先

本 
保
険
医
療
課 

☎
（21）
2
1
3
1

大 
生
活
環
境
課 

☎
（43）
9
2
1
6

藤 
生
活
環
境
課 

☎
（62）
0
9
0
3

都 

生
活
環
境
課 

☎
（29）
1
1
0
2

西 

生
活
環
境
課 
☎
（92）
0
3
0
7

岩 

生
活
環
境
課 
☎
（55）
7
7
6
2

国
民
健
康
保
険
認
定
証
の
更
新

　

現
在
交
付
し
て
い
る「
限
度
額

適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」の
有

効
期
限
は
、7
月
31
日
で
す
。
平

成
27
年
度
の
認
定
証
の
申
請
は

8
月
3
日
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

認
定
証
を
病
院
に
提
示
す
る
と
、

同
じ
診
療
月
の
1
医
療
機
関
で

の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
に
な
り
ま
す
の
で
、医
療
費

が
高
額
に
な
り
そ
う
な
と
き
は

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、認
定

証
は
申
請
月
の
1
日
か
ら
有
効

な
り
ま
す
。
負
担
割
合
が
2
割

に
変
更
と
な
る
の
は
、次
の
条
件

に
す
べ
て
該
当
す
る
場
合
で
す
。

①
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る

②
年
収
2
8
0
万
円
以
上

（
世
帯
内
に
65
歳
以
上
の
方
が

2
人
以
上
い
る
場
合
は
合
計

3
4
6
万
円
以
上
）

◆
問
合
先

本 

高
齢
福
祉
課

 

☎
（21）
2
2
5
1
・
2
2
5
2

高
齢
者
用
肺
炎
球
菌

予
防
接
種
の
助
成

◆
対
象
者　

左
記
に
該
当
す
る

方
で
、過
去
に
高
齢
者
用
肺
炎
球

菌
予
防
接
種
を
一
度
も
受
け
た

こ
と
が
な
い
方

◎
定
期
接
種
対
象
者（
法
に
基
づ

き
市
が
実
施
す
る
予
防
接
種
対

象
者
）

○ 

年
度
末
年
齢
65
、70
、75
、80
、

85
、90
、95
、1
0
0
歳
の
方

○ 

接
種
時
年
齢
60
歳
以
上
65
歳

未
満
の
方
で
、心
臓
・
腎
臓
・
呼

吸
器
の
機
能
に
自
己
の
身
辺

の
日
常
生
活
が
極
度
に
制
限

さ
れ
る
程
度
の
障
が
い
を
有

す
る
方
、又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機

能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど

不
可
能
な
程
度
の
障
が
い
を

有
す
る
方（
参
考
：
身
体
障
害

者
手
帳
1
級
程
度
）

◎
任
意
接
種
対
象
者（
平
成
28
年

3
月
31
日
で
助
成
終
了
）

・  

年
度
末
年
齢
66
歳
以
上
で
、定

期
接
種
対
象
外
の
方

◆
接
種
期
間

　

平
成
28
年
3
月
31
日
ま
で

◆
自
己
負
担
額　

2
，5
0
0
円

◆
接
種
方
法　

事
前
申
請
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
問
合
先
へ
。

※
65
歳
以
上
の
方
は
生
ま
れ
た

年
に
よ
り
、平
成
26
年
度
か
ら
平

成
30
年
度
ま
で
の
5
年
間
に
1

回
定
期
接
種
の
対
象
と
な
る
年

度
が
あ
り
ま
す
。
助
成
が
受
け

　

必
ず
市
役
所
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
先

本 

保
険
医
療
課 

☎
（21）
2
1
3
4

大 

生
活
環
境
課 

☎
（43）
9
2
1
6

藤 

生
活
環
境
課 

☎
（62）
0
9
0
3

都 

生
活
環
境
課 

☎
（29）
1
1
0
2

西 

生
活
環
境
課 

☎
（92）
0
3
0
7

岩 

生
活
環
境
課 

☎
（55）
7
7
6
2

子
ど
も
の
定
期
予
防
接
種

◆
対
象
者

●
麻
し
ん
風
し
ん
混
合（
2
期
）

【
接
種
期
間
】小
学
校
就
学
前（
年

長
児
）の
1
年
間

　

平
成
21
年
4
月
2
日
〜
平
成

22
年
4
月
1
日
生
ま
れ

●
二
種
混
合（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
破

傷
風
）【
標
準
的
接
種
期
間
】小
学

校
6
年
生
の
1
年
間

　

平
成
15
年
4
月
2
日
〜
平
成

16
年
4
月
1
日
生
ま
れ

※
対
象
者
へ
は
、通
知
書
と
予
診

票
を
4
月
に
送
付
し
ま
し
た
。

◆
接
種
期
限　

平
成
28
年
3
月

31
日
ま
で

◆
受
け
方

【
接
種
場
所
】市
内
協
力
医
療
機

関
で
の
個
別
接
種
※
各
自
事
前

予
約
が
必
要

【
持
ち
も
の
】母
子
健
康
手
帳
、予

診
票（
必
要
部
分
を
記
入
）

◆
費
用　

無
料

◆
そ
の
他

【
県
内
他
市
町
や
県
外
の
医
療
機

関
に
て
接
種
を
希
望
の
場
合
】

　

事
前
に
問
合
先
ま
で
連
絡
く

だ
さ
い
。

◆
問
合
先

本 

健
康
増
進
課 

☎
（25）
3
5
1
1

大 

健
康
福
祉
課 

☎
（45）
1
7
8
8

藤 

健
康
福
祉
課 

☎
（62）
0
9
0
4

都 

健
康
福
祉
課 

☎
（29）
1
1
0
3 

西 

健
康
福
祉
課 

☎
（92）
0
3
1
1

岩 

健
康
福
祉
課 

☎
（55）
7
7
8
1

広報とちぎ　８月号 ２０１５（平成２７）年７月１７日　発行7 各課からのお知らせ
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